
 京都市横大路運動公園条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和４年７月８日 

京都市長  門 川 大 作   

京都市規則第   号 

   京都市横大路運動公園条例施行規則の一部を改正する規則 

 京都市横大路運動公園条例施行規則の一部を次のように改正する。 

 第６条第３号中「場合」の右に「（利用日の属する月の前月の初日前に第２条第１項の規

定による申請をした場合を除く。）」を加える。 

別表第２備考以外の部分中 

「   

を 

「   

に、 

 円 

１００ 

  円 

１００ 

 

 ２００   ２１０  

  」   」 

   

を 

   

に、

「   

を 

「   「    ２００  

 １，３６０   １，４２０   １，３６０  

 １００   １００   １，３６０  

 ３１０   ３２０   １，３６０  

  」   」  ２，６１０  

        」

「   

に改め、同表備考（１）中「８３０円」を「８７０円」に改め、 

 ２１０  

 １，４２０  

 １，４２０  

 １，３６０  

 ２，７４０  

  」 

同備考（２）及び（３）中「１，２５０円」を「１，３１０円」に改める。 

 別表第３広告等を表示し、又は掲出する期間の項中「３，１３０」を「３，２８０」に、

２４



「１０，５００」を「１１，０２０」に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から

施行する。 

（準備行為） 

２ この規則による改正後の京都市横大路運動公園条例施行規則（以下「改正後の規則」

という。）の規定による付属設備の利用に係る料金及び広告等の表示又は掲出に係る料

金の承認の申請その他地方自治法第２４４条の２第３項に規定する指定管理者にこれ

らの料金を収受させるために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うこと

ができる。 

（適用区分） 

３  改正後の規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る料金について適用し、

同日前の利用に係る料金については、なお従前の例による。 

（文化市民局市民スポーツ振興室） 


